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福井県立すこやかシルバー病院食事提供業務委託仕様書 

 

 一般財団法人認知症高齢者医療介護教育センター（以下「甲」という。）と受託請負事業者

（以下「乙」という。）は、福井県立すこやかシルバー病院食事提供業務について、本仕様書に

定めるところにより業務を遂行する。 

 

１ 目  的 

   「入院時食事療養の基準等（平成６年８月５日厚生省告示第２３８号）」、医療法（昭和

２３年法律第２０５号）第１５条の２、医療法施行令（昭和２３年政令第３２６号）第４条

の６、医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０号）第９条の１０、「医療法の一部を改

正する法律の一部の施行について（平成５年２月１５日付健政発第９８号厚生省健康政策局

長通知）」及び「病院、診療所等の業務委託について（平成５年２月１５日付指第１４号厚

生省健康政策局指導課長通知）」（以下「病院給食関係法令」と総称する）に基づき、入院

患者及びデイケア通院患者の病態に応じた適切な食事を供給し、その治療または回復に資す

ることを目的とする。 

 

２ 基本方針 

 (１)乙は食事提供業務が患者に対する治療行為の一環であることを認識のうえ、甲の作成した

献立表作成基準を満たした献立表を作成し、適正に選択された食材料を調達、所要の栄養

量が確保される調理調製を行うものとする。 

 (２)「入院時食事療養の基準等」、「食品衛生法」及び「健康増進法」、病院食関係法令の諸

規定を遵守し、食事提供に係る甲の運営方針に沿って、その職務を忠実に実践すること。 

 (３)甲の指定した方法により、適時適温の食事提供を実施し、各季節の行事食を供すること。 

 (４)献立表作成基準は別表－１の通り。 

 

３ 委託業務の範囲 

 (１) 栄養管理業務 

 (２) 食数業務 

 (３) 食材料管理業務 

 (４) 調理・盛り付け業務 

 (５) 配膳業務 

 (６) 下膳業務 

 (７) 食器の洗浄・消毒・保管業務 

 (８) 施設、設備の清掃・管理及び衛生管理 

 (９) 甲業務への支援 

 (10) 上記に付帯する業務 

 

 

 



2 

４ 喫食時間等 

  
配膳開始時間 下膳開始時間 

 

            

 朝  食   ７：３０   ８：１５  

       昼  食 １２：００ １２：４５  

 間 食 １５：００ １５：３０  

       夕  食 １８：００ １８：４５  

              

平日・土曜・日曜及び国民の祝日に関する法律に基づく休日のいずれについても同様とす

る。 

 

５ 業務の内容等 

 (１) 業務分担区分  別表－２のとおりとする。 

 (２) 業務内容    別表－３のとおりとする。 

 (３) 経費の分担区分 別表－４のとおりとする。 

   なお、甲はその委託業務の実施内容が仕様書に適合しない場合、乙に対し早急に業務の変

更をさせることができる。その場合、原因の追究や対処方法等を検討し、改善報告書および

インシデントレポートを甲に提出する。 

 

６ 受託者の責務 

 乙は、本業務を遂行するにあたって、公的医療機関である福井県立すこやかシルバー病院

が県民に医療サービスを提供するものであることを充分認識し、病院食関係法令を遵守し、

受託業務を継続的・安定的に実施し、保健衛生上良好な環境整備に勤めなければならない。

なお、乙の体制として、次のいずれかの者を指導助言者として原則として常勤で配置するこ

と。非常勤の場合は、日常的で迅速に指導・助言を受けられる体制を整備すること。また、

指導助言者の名簿は変更があったときに提出すること。 

① 病院の管理者の経験、栄養管理部門の管理責任者の経験または臨床栄養に関する学識

経験を有する医師 

 ② 病院における患者、特に特別治療食の調製に直接たずさわり、食事提供（以下「食事

提供業務」という。）に５年以上の経験を有する管理栄養士 

 (１) 守秘義務 

     乙は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。これは、契約の解除及び

期間満了後においても同様とする。 

 (２) 帳票類作成及び持ち出し禁止 

     乙は、次の帳票を病院内に備えること。関係帳票は、病院側から求められた場合、ま

たは医療監視等行政の立入り検査の際には開示できるようにしておくこと。なお、乙

は、食事提供業務に係る帳票類を許可なく持ち出してはならない。 

    ① 食事提供業務従事者名簿及び勤務表 

    ② 栄養管理日誌 
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③ 受託している業務に関して行政の立入り検査の際病院が求められる帳票 

  ④ 調理等の機器の取扱要領及び緊急修理案内書 

    ⑤ 病院の指示とそれへの対応結果を示す帳票 

    ⑥ 代行保証会社に依頼する場合の業務内容と連絡方法を示す帳票  

(３) 検食結果の受託業務への反映 

     検食簿に記載された改善事項・意見等は十分に検討し、業務実施方法の改善などに反

映させること。 

 (４) 信用失墜行為の禁止 

     乙は、福井県立すこやかシルバー病院並びに一般財団法人認知症高齢者医療介護教育

センターの信用を失墜する行為をしてはならない。 

 (５) 業務従事者の健康管理 

     疾病等に罹患した者を業務に従事させてはならない。 

① 乙は常に業務従事者の健康管理に留意し、インフルエンザ等の予防接種を行う

など体調管理に配慮すること。 

② 乙は業務従事者の検便を月１回以上、健康診断を原則として年１回実施し、結

果を速やかに提出すること。 

 (６) 責任者の配置と職務 

 乙は、受託業務を円滑に遂行するために、当病院内における責任者（以下「病院食受

託責任者」という）を配置し、甲側の管理者や担当者等と随時協議させるとともに、乙

側の人事・労務管理、研修・訓練及び健康管理、業務の遂行管理施設設備の衛生管理等

の業務にあたらせること。 

     また、甲及び保健所等の諸検査に立ち会うこと。 

     なお、病院食受託責任者が栄養士の場合は、当病院内に配置する栄養士を兼任でき

る。 

 病院食受託責任者は、厚生労働省が認定する講習会を終了した者又は、病院勤務６ヵ

月以上の者であること。 

 (７) 必要人員の配置及び資格等 

① 乙は、患者サービスを充実させ、受託業務を確実に遂行できる質的・数的に適切な

従事者を配置すること。 

② 乙は、病院食の特性を考慮し、業務現場に専任で常勤の栄養士と調理師を配置する

こと。なお、当該栄養士および調理師は、治療食に関する知識と技術を有する者を配

置すること。 

    ③ 調理・盛り付け業務従事者は、基本的には調理師又は栄養士等の資格を持つ者であ

り、受託履行場所専任の雇用者であること。 

      なお、一般治療食部分は大量調理要素が大きいので、大型器具機器を適正に運用で

きるものとする。 

    ④ これら従事者は、心身ともに健康で、病院食及び保健衛生についての知識並びに良

識を兼ね備えた者であること。 

    ⑤ 病院に配置する従事者を頻繁に変えることのないようにするとともに、止むなく変
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更するときは、１ヵ月前に必ず甲責任者に報告し、業務の質の低下を招かないように

しなければならない。 

 (８) 業務従事者の教育 

    ① 乙は、業務従事者に対して定期的に管理栄養士及び専門知識・技術を有する者によ

る衛生面及び技術面の教育・指導・訓練を実施しなければならない。 

      なお実施後はそれぞれについて実施状況とその成果等の報告書を提出すること。 

    ② 乙は、業務従事者に調理室及び控室等の清掃整理をさせなければならない。また、

許可なく病棟等に入室させてはならない。 

 (９) 業務従事者の服務 

    ① 従事者は、担当業務に精通するとともに、品位と清潔かつ端正な服装を心がけ患者

等に接する時は、言葉等に注意し、明朗・親切にすること。 

    ② 従事者は、契約書及び仕様書に基づき業務に従事するとともに、火気の取締り及び

安全衛生にも充分注意しなければならない。また、病院及びその付近に火災その他の

事変が発生した場合は、関係者への連絡等臨機の措置をとらなければならない。 

 (10) 再委託の禁止 

     乙は、受託業務を再委託してはならない。 

 (11) 代行保証 

 乙は、火災、労働争議、業務停止の事由により、受託業務の遂行が困難となった場合

の危険を担保するため、社団法人日本メディカル給食協会の代行保障制度への加入、ま

たは、乙が次により代行保証の体制を整備すること。 

    ① 給食業者の受託する業務のすべてを代行することができる者を定めること。 

    ② 代行者は業務を代行できる能力が担保されていること。 

    ③ 代行にあたっての連絡体制が明確であること。 

    ④ 業務を再開できる場合は、代行保証に基づく代行を解除すること。 

 (12) 甲が実施する事業への協力 

  乙は、甲が実施する消防訓練及びその他甲が必要と認めた事業に協力しなければなら

ない。 

 

７ 業務報告等 

(１)乙は、受託業務の実施に先立って、業務従事者の履歴書及び健康診断結果（検便結果を含

む。）並びに免許証の「写」を甲に必ず提出しなければならない。 

   業務従事者を変更する場合においても１ヵ月前に同様の措置をすること。 

   また業務従事者に対しては、業務を行うに適した服装を着用させること。  

(２)乙は、この業務の実施にあたり、毎月の勤務計画表を実施する5日前までに甲に提出する

こと。なお、変更する場合は、事前に報告し甲の承認を得ること。 

 (３)乙は、別途承認を受けた様式で、勤務従事者の人数・残食記録等を栄養管理日誌に記載

し、翌日までに提出すること。 

   なお、甲の指示とそれに対する対応結果等、必要な帳票類を受託履行場所に備えること。 

   また、代行保証会社に依頼する場合の、業務内容と連絡方法を掲示するとともに、甲に提
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示すること。 

 (４)甲は、この業務に関して、調査または報告を求め、必要があるときは資料の提出及び改善

を求めることができる。この場合、乙は直ちに提出及びこれに対する報告をしなければな

らない。 

 

８ 控 室 

  この業務遂行に必要な控室は、無償で貸与し、これに係る光熱水費は甲の負担とする。 

 

９ 契約の解除 

   本仕様書に記載されている事項を、誠実に履行しないと認めたときは、契約期間中であっ

ても契約を解除できる。 

 

10 注意事項 

 (１)食中毒防止のために万全を期すこと。 

 (２)治療用特殊食品の使用については、甲の指定するものを使用すること。 

(３)経腸栄養は甲の指定するものを使用することとし、これに係る費用は甲の負担とするが、

食数には加えないものとする。 

(４)光熱水費の節約については、積極的に取り組むこと。 

 (５)施設、設備、器具等の取り扱いについては充分留意するとともに、破損等があった場合

は、直ちに甲に報告すること。 

(６)火災、災害、食中毒等の発生により受託業務遂行に支障が生じたときは、直ちに甲に報告

し、その指示に従う。 

(７)乙が設置した設備及び器具については、乙の責任において管理し、契約終了時に乙の責任

において、撤去及び現状復旧すること。 

 

11 その他 

   福井県立すこやかシルバー病院の主要な機器の一覧は別表－５のとおりであり、参考資料

とする。 

 

12 疑義の解釈等 

  本仕様書の解釈について疑義を生じた時、及び定めのない事項等については、協議のうえ

決定する。 
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  別表－１ 献立表作成基準表 

 

 
エネルギー 蛋⽩質 脂質 糖質 塩分

（kcal） （ｇ） （ｇ） （ｇ） （ｇ）

常⾷  Ａ 1200 40 36 180
常⾷  Ｂ 1400 52 42 210
常⾷  Ｃ 1600 57 46 250
常⾷  Ｄ 1800 62 47 290
軟菜⾷ Ａ 1200 40 32 185
軟菜⾷ Ｂ 1400 52 37 220
軟菜⾷ Ｃ 1600 57 38 260
軟菜⾷ Ｄ 1800 62 39 290
全粥⾷ Ａ 1200 40 32 180
全粥⾷ Ｂ 1400 52 40 200
全粥⾷ Ｃ 1600 57 44 240
全粥⾷ Ｄ 1800 62 43 290

Ａ 1200 40 30 190
B 1400 48 36 220
C 1600 55 43 260
D 1800 60 46 300
1 500 30 15 90 1.2
2 800 40 20 125 2.5
3 1000 50 30 140 3

５分粥⾷ 1100 50 30 160 7.5
３分粥⾷ 900 40 25 130 6
流動⾷ 800 20 10 160 5
⾷欲不振⾷ 1100 40 35 155 3

Ａ 1200 40 32 175
B 1400 52 40 205
C 1600 57 44 235

腎臓⾷ 1800 40 50 300
1600 57 46 250
1600 63 40 250 7.5
1600 57 25 280 7.5
1600 60 38 250 7.5

R7年度版

糖尿⾷ 7.5

5.9
塩分制限のみ

7.5

低残渣⾷

7.5

7.5

7.5嚥下調整⾷

嚥下訓練⾷

胃潰瘍⾷
膵臓⾷

⼀般⾷

特別⾷
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 別表－２  業務分担区分   

 

       

 区 分 業務内容 甲 乙 備  考  

       

       病院給食運営の総括      ○    

       栄養管理委員会の開催、運営  ○ 参加   

       院内関係部門との連絡・調整  ○    

       献立表作成基準（治療食等を  
○ 

   

       含む）の作成    

  栄 養  献立表の作成          ○   

       献立表の確認         ○    

       食数の指示・管理       ○    

       食札の作成           ○       

       残食調査の実施         ○    

       食事戔の管理         ○    

  管 理  嗜好調査・喫食調査等の企画・ 
○ 参加 

  

       実施   

       検食の実施・評価       ○    

       関係官庁等に提出する給食関係 
○ 

   

       の書類等の確認･提出･保管管理    

       上記書類等の作成        ○   

       上記以外の給食関係の伝票の   
○ 

  

       整理、報告書の作成・保管    

       作業仕様書の作成（治療食の   
○ 

  

       調理に対する指示を含む）    

  調 理  作業仕様書の確認（治療食の  
○ 

   

       調理に対する指示を含む）    

       作業計画書の作成        ○   

  作 業  作業実施状況の確認      ○    

       調  理            ○   

       盛りつけ            ○   

       配  膳            ○   

  管 理  下  膳            ○   

       食器洗浄消毒          ○   

       器具洗浄消毒          ○      

       配膳車の洗浄消毒        ○      

       管理点検記録の作成       ○   

       管理点検記録の確認      ○    
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  区 分 業務内容 甲 乙 備  考  

       

       給食材料の購入          ○   

  材 料  給食材料の点検        ○    

       給食材料の保管・在庫管理    ○   

  管 理  給食材料の出納事務       ○   

       給食材料の使用状況の確認   ○    

       給食施設、主要な設備の設置・ 
○ 

   

  施設等  改修    

       給食施設、主要な設備の管理   ○   

       その他の設備（調理器具・食器  
○ 

  

  管 理  等）の保守・管理    

       使用食器の確認        ○    

  業 務  勤務表の作成          ○   

       業務分担・職員配置表の提示   ○   

  管 理  業務分担・職員配置表の確認  ○    

       衛生面の遵守事項の作成    ○    

       給食材料の衛生管理       ○   

       施設・設備（調理器具・食器等）  
○ 

  

  衛 生  の衛生管理    

       衣服・作業者等の清潔保持状況  
○ 

  

       等の確認    

       保存食の確保          ○   

       直接納入業者に対する衛生管理  
○ 

  

  管 理  の指示    

       衛生管理簿の作成        ○   

       衛生管理簿の点検・確認    ○    

       緊急対応を要する場合の指示  ○    

 研修等  調理従事者等に対する研修･訓練  ○   

       健康管理計画の作成       ○   

  労 働  定期健康診断の実施       ○   

       健康診断結果の保管       ○   

  安 全  健康診断実施状況等の確認   ○    

       検便の定期実施         ○   

  衛 生  検便結果の確認        ○    

       事故防止対策の策定       ○   
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別表－３ 業 務 内 容 

 

   事       項 概              要 備            考 

栄 

養 

管 

理 

業 

務 

１ 献立表の作成 
（１）献立表の作成は甲が作成した献立表作成基準

を満たし、甲の承認を得ること。 

 ・献立表は、事前に甲と協議し、作成し提出

すること。 

２ 食数関連業務 

（１）食数把握及び整理 

（２）食数変更事項（食数変更伝票、電話受理等） 

（３）食札の作成及び整理 

（４）実施食数の栄養管理日誌記入 

（５）配膳数の確認 

 ・日計、月計を算出し報告する。 

 ・食札を作成し、病棟、デイケア別に患者

個々の食札を所定の順にそろえる。 

 ・食数の管理、保管は甲がする。 

３ 残食調査 

（１）残食調査は、毎食下膳時に把握する。 

（２）残食調査結果は、翌日内に栄養管理日誌にて

報告する。 

 ・必要に応じ、甲に速やかに調整改善を図

る。 

４ 検食簿の整理 

（１）夜勤医師の検食簿を回収し、その都度甲に報

告承認を得る。   

                                

 ・検食結果について、重要な指摘がある場

合には速やかに甲と調整改善する。 

５ 給食関係の書

類作成 

（１）関係官庁等に提出する給食関係の書類を作成

し、甲の承認を得る。 

・各種帳票は、日頃から整理・整頓に心が

け、必要の際には直ちに提出できる体制

を整えておくこと。書類の確認、提出、保

管は甲が行う。 

調 

理 

作 

業 

管 

理 
業 
務 

１ 調理・盛りつけ

業 務 を 円 滑 に

行うための工夫 

（１）正確かつ合理的な業務運営が実施できるよう、

配慮を行うこと。       

 

  

  

２ 献立表に基づ

く、一般治療食

及び特別治療

食の調理・盛り

つけ業務 

（１）食品（野菜・果物等）の洗浄は流水で行う。   

（２）食品は、食品ごとに総使用量、純使用量を計量

し下処理後、食種ごとに再計量する。       

（３）献立表に基づき調味料を計量して調味する。 

（４）調理中または調理後の温度管理（中心温度、

表面温度等）を徹底して行い、専用記録簿に記

載する。また、全体の調理終了時間も同様に記

載する。 

（５）食器は料理によって選び、正確にかつ丁寧に

盛りつける。 

（６）配膳車へのセットは、適時に行う。 

（７）保温配膳車は適温が保持できるように適時に適

正な温度でセットを行う。 

 ・献立に沿って、切裁などの下ごしらえを行

うこと。 

 ・各料理の盛りつけに使用する食器の設定

に当っては、事前に甲との協議を行うもの

とする。 

３ 検査用保存食 

（１）毎食、原材料および調理済み食品は、調理ごと

に５０ｇ以上を保管する。       

（２）保存は、２週間間以上の－２０℃の冷凍保存と

する。        

 ・料理と原材料は別で保存する。 

 ・保存年月日と朝・昼・夕を明確に記載して

おく。        

 

４ 追加食 
（１）配膳後病棟から食事の請求があった時も調整し

てデイルーム、又はデイケア室に持参する。  

  

５ 行事食 

  （イベント食） 

（１）季節に合わせた献立や、甲から依頼を受けた

際に実施する。 
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   事     項 概              要 備            考 

調 

理 

作 

業 

管 

理 

業 

務 

６ 患者食の配膳 

（１）配膳開始時間を厳守し、配膳車をデイルーム、デイケ

ア室まで運搬する。                       

（２）追加食は直接当該ナースステーションへ持参する。 

（３）分食等についても、病院の指示する時間に当該ナー

スステーションへ配膳する。 

 ・病棟に出向くときは、病棟専用のユ

ニフォーム・履物に着替える。 

７ 検食の配膳 
（１）朝食・夕食は医師当直室、昼食は医師当直室または

栄養管理室に配膳する。 

 ・配膳する場合は検食簿を付ける。 

８ 患者食の下膳 

（１）下膳開始時間を厳守し、専用台車を調理室へ運び、

残飯処理をする。  

（２）残菜調査は、主食と副食に分けて実施し、栄養管理

日誌に記載する。また、残菜の傾向についても記載す

る。定期的にデイルームでの現場確認を実施する。 

（３）下膳は毎食２回巡回とする。初回回収後３０分後に再

回収とする。 

 ・１回目は専用台車を、２回目はナー

スステーション内の所定の場所より

回収し、下膳する。 

９ 検食の下膳 
（１）医師当直室より下膳する。                   ・検食簿も合わせて持ち帰り、その都

度内容（コメント等）を確認する。 

10 ごみ処理  

（１）患者食等の下膳及び調理の過程で生じたごみは、分

別の上所定の場所に集積する。 

（２）業務終了後には、調理室内には一切の廃棄物を置か

ない。 

・腐敗物が出ないような対策を講ずる

こと。 

11 食器洗浄 

（１）指定された食器は、スポンジたわしによる１個ずつの

手洗いとし、その後、食器洗浄機にてすすぎ洗浄を行

う。また予洗い後の病棟用コップは、食器洗浄機にて仕

上げ洗浄を行う。                   

（２）定期的に食器の漂白を行い、別に定める「栄養管理

日誌」に記載する。 

（３）食器を破損したときも、「栄養管理日誌」に記載する。

（４）トレー洗浄については、スポンジたわしによる１個ずつ

の手洗いとしその後、食器洗浄機にてすすぎ洗浄を行

う。特に凸凹部分に注意し洗浄のこと。 

（５）食器洗浄機は、定期メンテナンスを行い、その結果を

報告すること。 

 ・使用する洗剤は、あらかじめ病院側

責任者の承認を得ること。 

 ・食器の洗浄に用いるスポンジたわし

についても、あらかじめ病院側責任

者の承認を得ること。 

 ・食器洗浄機のお湯の温度に留意す

ること。 

 ・食器の取扱いについては、十分注

意すること。 

12  調 理 器 具の

洗浄 

（１）手洗い洗浄とし、すすぎは十分に行い、衛生保持に努

める。 

 ・使用する洗剤は、あらかじめ病院側

責任者の承認を得ること。 

13 消毒・保管 

（１）洗浄後の食器は、種類別にかごに納め食器消毒保管

庫の所定枠に入れ消毒保管する。              

（２）食器消毒保管庫の温度設定、運転時間を確認する。

（３）洗浄後の調理器具機材については、種類別に区分し

所定の容器に納め消毒保管する。 

 ・食器の使用間隔により迅速に取り出

し、衛生確保ができるようにするこ

と。 

14 温冷配膳車 

（１）保温式配膳車およびその他の台車は、調理室外へ出

るたびに、清拭する。 

（２）定期的に洗浄・消毒を行い、常に清潔保持に努める。

（３）匂いがこもらないように、定期的にアルコール剤を用い

て清拭すること。 

（４）加湿等装置について随時点検迅速に対応すること。

 

給
食
材
料
管
理
業
務 

１ 給食材料調達の

ための契約 

（１）給食材料調達のための契約等に関しては、甲の要求

に応じて、その内容を明らかにすること。 

 

２ 給食材料の検

収  

（１）給食材料の購入は、品質、鮮度、衛生状態に十分留

意する。     

（２）食品材料の検収は、乙が行うものであるが、甲の確認

を得ること。 

（３）食品材料の検収の状態や時間、検収担当者氏名をそ

の都度検収簿に記入すること。 

  

                       

  



11 

   事     項 概              要 備            考 

給
食
材
料
管
理
業
務 

３ 給食材料の

保管・在庫品管

理 及 び 出 納 事

務 

（１）発注書・納品書等の作成、整理、保管を行う。  

（２）納品は各業者別に日付順に整備する。     

（３）在庫品については、適正に在庫受払簿に記入

する。その他の貯蔵品（非常食を含む）について

も適正に管理すること。       

 ・発注書、納品書は食品一覧表とあわせ整理・

整頓し甲に提出承認を得て保管する。  

 ・在庫品受払簿についても、甲と随時状況を

把握し過不足のないよう管理すること。  

 ・上記等の入院時食事療法に要する各種帳票

は、日頃から整理・整頓に心がけ、必要の際

には直ちに提出できる体制を整えておくこと。

施
設
等
管
理
業
務 

１ 設備・備品お

よび物品の管理 

（１）甲の設備器具等は、良好な管理のもとに使用

すること。 

（２）破損した場合及び修理・補充の必要が生じた

場合は、即時甲に届け出ること。 

  

２ 安全確保・保

守点検 

（１）調理室の安全点検を、毎日作業開始時及び作

業終了時に行う。    

（２）定期的に、機械器具の保守点検を行う。異常と

思われる場合は、直ちに甲に報告する。 

・保守点検結果は、「栄養管理日誌」に記入

し甲に報告する。 

業
務
管
理 

１ 勤務表の作

成 

（１）乙は、業務従事者の勤務表を作成し、甲の承

認を得る。 

 ・乙は、配置する従業員については、雇用者

及び使用者として労働関係法令による全ての

責任を負うものとする。 

 ・毎月10日までに翌月の勤務表を作成し、甲

に提出する。 

衛 

生 
管 

理 

業 

務 

１  食品の衛生

管理 

（１）食品の仕入れ及び保管・管理に当たっては、

品質、鮮度、衛生状態等について十分留意する

こと。 

 ・当院衛生マニュアルに従うこと。 

２ 諸施設の点

検・清掃 

（１）使用後の調理機器類は丁寧に洗浄し、食品が

付着していないように完全に取り除くこと。 

 

 ・特にミキサー等は分解して十分に洗浄して消

毒保管する。 

３  冷 凍 庫 、 冷

蔵庫、食品庫及

び戸棚等     

（１）定期的に行い、常に清潔にしておく。       

（２）食品の整理・整頓も合わせて行う。        

 ・食品の出庫は先入れ、先出しを厳守する。 

 ・庫内温度は、就業前、就業後をそれぞれ毎

日点検し、記録しておく。 

４ 調理室の清

掃  

（１）業務終了後は日々清掃を行い、定期清掃は別

途に行う。       

（２）清掃状況は、清掃実施確認表に記載する。   

  

５  ごみ置場の

清掃管理 

（１）毎日清掃を行い、常に清潔を保持する。     

（２）残飯入れ等は定期的に除菌、消臭を行うこと。

 ・使用薬剤については、あらかじめ病院側責任

者の承認を得ること。 

６ 調理担当者

の衛生について 

（１）自己またはその同居者、家族等が食中毒の原

因となりうる感染症や次の疾病にかかった場合

は、調理業務に従事しないこと。 

①赤痢(疫痢を含む)、腸チフス、パラチフス、コレラ、ジ

フテリア、しょうこう熱、流行性脳脊髄膜炎、ペ

スト、日本脳炎、開放性結核、その他の伝染

病 

②伝染病の保菌者 

③化膿性創傷、伝染性皮膚疾患等 
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   事     項            概              要               備            考    

衛 

生 

管 

理 

業 

務 

   （２）近隣に伝染病発生の場合は、速やかに申し出

て責任者の指示を受けること。 

（３）常に被服、頭髪、手指、爪等の清潔に留意する

こと。 

（４）就業前、用便後、電話使用後及び食品受領に

立ち会った場合はその都度手指の洗浄、消毒を

行うこと。 

（５）調理場で更衣、喫煙、休息、放痰等の行為はし

ないこと。 

（６）調理作業中は調理専用の作業衣、帽子、マス

ク、履物、前掛け等を使用し、作業に携わらないと

きは、これらを着用しないこと。 

（７）調理担当者は、専用便所を使用すること。 

・汚染作業区域と非汚染作業区域の区分を

明確にし、履物や前掛け等の使い分けを行う

こと。 

７ 衛生管理記

録の実施 

（１）従事者の衛生管理点検表、自主衛生管理点検

記録表、衛生及び作業終業点検記録表等の衛

生に関する内容について、確実に実践しその記

録を記載すること。 

 ・各記録簿について、毎月甲に提出すること。

労
働
安
全
衛
生

１ 検便の定期

実施 

（１）原則として毎月１回以上（夏期６月～10月は2回

以上）とし、特に腸内病原性細菌について検査す

ること。 

 

     

 ・検便調査項目 

  赤痢、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌Ｏ

－１５７等 

委
託
業
者
へ
の
支
援 

１ 喫食状況調

査等各種栄養

関係調査の実

施 

（１）乙は、甲が行う各種業務に対して、必要に応じ

援助又は参画する。                   

 ・各種業務に対する具体的な援助又は参画の

方法は、その都度、甲の責任者と乙の責任

者とで協議を行う。 

２ 職場内研修

への参加 

（１）援助又は参画に当たっては、乙はこれに積極的

に応じなければならない。 

 

３ その他、栄

養部門に付帯

する業務 

（１）甲は乙に対して、調理調整等即決の必要が生じ

た場合は担当職員に直接改善を求めることができ

る。 

 ・直接改善を求め実行したものは、甲の責任

者は記録し、乙の責任者に報告する。 

 ・職場内研修への参加は、甲と乙両職員の専

門知識と技術の資質向上と業務の円滑運営

のため積極的に参加するものとする。 
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別表－４ 経費負担項目表 

 

区分 甲 乙 

委託費 ○  

給食材料費（お茶、お茶ゼリー、非常食セット〔食器付〕も含

む） 
 ○ 

基本厨房設備費、修理・補充 ○  

厨房用什器備品、補充 ○  

食器等 ○  

光熱水費 ○  

受託者が設置する電話の設置費・通信費  ○ 

調理従事者労務費  ○ 

洗浄用消耗品費（洗剤・薬剤・スポンジ等）  ○ 

調理従事者衛生管理費（検便・健康診断等）  ○ 

給食用消耗品費（ラップ・アルミホイル等）及び事務消耗品費

（業者使用分は業者負担）  
○ 

官公庁提出書類印刷 ○  

上記以外の提出書類印刷  ○ 

調理従事者被服費（従事者白衣・長靴等・クリーニング費を含

む）  
○ 

事務用品費  ○ 

厨房内害虫駆除及び消毒費 ○  

賠償責任保険料（生産物、施設、保管物）  ○ 

休憩室の貸与 ○  

駐車場の貸与 ○  

残菜・ごみ処理費 ○  

※なお、洗浄用消耗品において洗剤・薬剤は、品質優良品であり、かつリン酸塩無添加のも

のを、甲の了承を得てから使用すること。 
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別表－５ 病院概要、食事提供方式、機器一覧および厨房配置図 

 

１ 福井県立すこやかシルバー病院の概要 

（１）設置目的    認知症高齢者を診断治療しながら処遇の判定を行い、ならびに介護教育

を行うことのできる総合的サービス機関として、介護教育を通して地域

の医療・保健・福祉サービスの向上に努める。 

 

（２）許可病床数   １００床（すべて精神科病床） 

 

（３）診療科目    精神科、脳神経内科、内科、外科 

 

（４）配置職員    常勤管理栄養士 ２名 

 

（５）過去３年間の病床利用率 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

８１．８％ ８３．８％ ８８．７％ 

 

２ 給食業務体制 

（１）給食業務職員構成（令和７年４月１日現在） 

 

栄養士 

（責任者） 
栄養士 

調理師 

（パートを含

む） 

調理師補助 

（パートを含

む） 

計 

１人 ２人 １人 ６人 １０人 

 

（２）給食業務職員勤務体制（通常時） 

 

早出勤務 

（5時00分～15時00

分） 

通常勤務 

（8時30分～18時00

分） 

遅出勤務 

（10時30分～19時30分） 

２人 ３人 ２人 

 

３ 過去３年間の給食数（患者食及び職員等の患者外食） 

 

区  分 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

入 

院 

食 

患者食 

(一般) 

常食 35,032食 35,066食 37,559食

軟食 37,301食 38,390食 40,137食

流動食    617食 食 食

患者食 

(特別) 

腎臓食  3,658食 8,367食 7,658食

糖尿病食      10,373食 7,944食 9,311食

肝臓食 食 食 0食

膵臓食   食 食 0食

胃潰瘍食 食 食 0食

低残渣食   201食 364食 1,104食

デイケア食 3,663食 3,890食 101,945食
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４ 現状における食事提供方式 

 

①盛付方式 中央配膳方式 

②配膳方式 病棟指定場所 

③下膳方式 病棟指定場所 

④使用配膳車 温常配膳車（メーカー:サンヨー調理機） 

⑤使用食器 メラミン（トレー形状:長方形） 

 


